
 

 

 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法第８０条の規定に基づく過料等について 
 

１ 主旨 
新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「法」という。）第３１条の６第１項の規

定に基づき，本県では，４月５日から５月１１日までの間，仙台市内の飲食店に対し，ま
ん延を防止するために必要な措置（営業時間の変更等）の実施について協力要請するとと
もに，この要請に応じず，午後８時以降の営業を継続していると疑われる飲食店等につい
て，複数回にわたり電話及び訪問による調査及び指導を行いました。 
指導に従わず，午後８時以降の営業を継続していた飲食店１５店舗について，法第３１

条の６第３項の規定に基づき，まん延を防止するために必要な措置（営業時間の変更）を
講ずるよう命令を行い，更にその命令に従わなかった１１店舗について，法第 80条に基
づき２０万円以下の過料に処するよう，仙台地方裁判所及び盛岡地方裁判所に対して本
日「過料事件通知書」を送付しましたので，お知らせします。 

 

２ 経緯等 

 4月 5日～  仙台市内の飲食店９，０１３店舗に対する外観調査等開始 

 4月 17日～  時短要請に従っていない可能性のある飲食店への電話による連絡・指導・

現地確認 

 4 月 19 日～  時短要請に従っていないことが確認された飲食店への電話による指導・

現地確認の日程通告 

 4月 20日～   現地確認・指導，命令の事前通知 

 4月 26日,27日 事前通知に従ったか否かの現地確認 

 4月 27日他   学識経験者等（医師，弁護士，経済団体関係者）の意見聴取 

4月 28日    弁明の機会の付与の通知（20店舗） 

 5月 7日    命令・公表（15店舗） 

 5月 8日    現地確認（命令に従ったか否かの確認） 

 5月 14日    裁判所への「過料事件通知書」の送付（仙台地方裁判所 5通・7店舗，

盛岡地方裁判所 2通・4店舗） 
  
３ 今後の予定 

 裁判所において，過料の裁判の手続きが進められる。 
 
○参考（根拠法令等） 

新型インフルエンザ等対策特別措置法 
（感染を防止するための協力要請等） 
第３１条の６ 都道府県知事は、第３１条の４第１項に規定する事態において、国民生活
及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域（以下この条
において「重点区域」という。）における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並び
に発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフ
ルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があ
ると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民
経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん
延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することがで
きる。 

（中略） 
３ 第１項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないとき
は、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区
域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるとき
に限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。 

（中略） 
第８０条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、２０万円
以下の過料に処する。 
１ 第３１条の６第３項の規定による命令に違反したとき。 
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